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◦
表 
彰

叙
勲

　

永
年
に
わ
た
る
功
績
を
称
え
ら
れ
、
次
の

方
が
叙
勲
の
栄
に
浴
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▪
瑞
宝
双
光
章

花
井
隆た

か
し（
元
公
立
中
学
校
長
／
教
育
功
労
／

伊
川
津
町
）

◦
募
集

渥
美
郷
土
資
料
館

ひ
な
祭
り
展
補
助
員

勤
務
内
容：
展
示
室
監
視
、
受
付
、
来
館
者
対

応
な
ど　
募
集
人
員：5
名
程
度　
採
用
期
間：

令
和
８
年
１
月
31
日（
土
）～
３
月
15
日（
日
）　

勤
務
場
所：渥
美
郷
土
資
料
館　
勤
務
形
態：午

前
９
時
～
午
後
1
時
、
午
後
1
時
～
５
時（
交

替
勤
務
）　
報
酬：時
給
１
２
３
６
円　
選
考
方

法：
応
募
者
多
数
の
場
合
は
書
類
選
考
後
、
面

接　

申
込
締
切：
12
月
23
日（
火
）ま
で
に
田
原

市
博
物
館
ま
た
は
市
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
履
歴
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
開
館
時
間
内
に
提
出

（
郵
送
不
可
）

▼
田
原
市
博
物
館　
☎
22‐１
７
２
０

第
１9
回
渥
美
半
島
た
は
ら

ブ
ラ
ン
ド
認
定
申
請

　
田
原
市
の
地
域
資
源
や
地
域
特
性
を
い
か
し

た
優
れ
た
産
品
を
募
集
し
ま
す
。

対
象：①
②
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
も
の

①
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
事
業
主
ま
た
は
こ

れ
ら
の
者
で
組
織
す
る
団
体
②
市
内
に
主
た
る

事
務
所
が
あ
る
法
人
ま
た
は
団
体

内
容：
審
査
会
に
よ
り「
渥
美
半
島
た
は
ら
ブ
ラ

ン
ド
」と
し
て
認
定
し
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載

す
る
な
ど
の
周
知
を
行
う　

申
込：
12
月
22
日

（
月
）ま
で
に
申
請
書（
商
工
課
、
市
Ｈ
Ｐ
で
入
手

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出

▼
商
工
課　
☎
27‐７
３
３
１

入
札
参
加
資
格
の
定
時
申

請
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

内
容：
令
和
８
年
度
お
よ
び
９
年
度
の
２
カ
年

度
に
、市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、業
務
委
託
、

物
品
購
入
な
ど
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
業

者
の
方
の
定
時
申
請　

対
象：
入
札
に
参
加
を

希
望
す
る
業
者
の
方　

募
集
期
間：
令
和
８
年

１
月
５
日（
月
）～
２
月
16
日（
月
）　

申
込：
電

子
申
請
に
よ
る
登
録（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
登
録
な
ど

の
準
備
が
必
要
で
す
）

※
申
請
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
契
約
検
査
課　
☎
23‐３
５
０
５

◦
生 

活

障
害
者
週
間

12
月
３
日
水
～
９
日
火

　
障
害
の
あ
る
人
の
社
会
参
加
は
、
周
囲
の
理

解
と
認
識
が
あ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
す
。

▪
障
害
者
差
別
解
消
法
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
な
が
ら
共

生
す
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
た
法
律
で
、
次

の
よ
う
な
内
容
で
す
。

•

「
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
」の
禁
止

役
所
や
事
業
者
が
、
障
害
を
理
由
と
し
て
差

別
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

•

「
合
理
的
配
慮
」の
提
供

障
害
が
あ
る
人
か
ら
、
社
会
の
バ
リ
ア
を
取

り
除
く
対
応
を
求
め
ら
れ
た
時
に
、
負
担
が

重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
す
る
こ
と
で
す
。

▪
み
ん
な
で
な
く
そ
う「
障
害
者
虐
待
」

　

障
害
者
虐
待
防
止
法
で
は
、
虐
待
を
受
け
た

と
思
わ
れ
る
障
害
者
を
発
見
し
た
場
合
、
速
や

か
に
通
報
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

•

虐
待
の
種
類

　
①
身
体
的
虐
待
②
性
的
虐
待
③
心
理
的
虐
待

　
④
経
済
的
虐
待
⑤
放
棄
・
放
任

▼
地
域
福
祉
課　
☎
23‐３
６
９
７

▼
田
原
市
障
害
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
23‐３
８
１
２
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